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「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
」登
載
申
請
を
受
け
付
け

受
付
期
間

　
平
成
27
年
１
月
５
日（
月
）

〜
10
日（
土
）

基
準
日
　
毎
年
１
月
１
日

有
効
期
限
　
１
年

資
格
要
件

①
二
本
松
市
民

②
年
齢
が
20
歳
以
上（
平
成
７
年

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）

③
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
10
ア
ー
ル
以
上
の
耕
作
を
営
む

方
。
た
だ
し
、
同
居
の
親
族
お

よ
び
そ
の
配
偶
者
が
年
間
お
お

む
ね
60
日
以
上
耕
作
し
て
い
る

こ
と

・
10
ア
ー
ル
以
上
の
耕
作
の
業
務

を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
、
社
員
ま
た
は
株
主
で
、
年

間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に

従
事
す
る
方

申
請
方
法

　
各
地
区
の
農
事
組
合
長
か
ら
配

付
さ
れ
る
申
請
書
に
記
入
の
う
え
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
農
事
組

合
等
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

個
々
に
郵
送
し
ま
す
。）

そ
の
他

　
平
成
27
年
は
任
期
満
了
に
よ
る

「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
」が
行
わ

れ
る
予
定
で
す
。

　
本
申
請
を
行
わ
な
い
方
は
選
挙

権
・
被
選
挙
権（
一
部
例
外
を
除
く
）

を
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
資
格
要
件
を
満
た
す
方
で
、
申

請
書
が
届
か
な
い
方
は
、
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
☎（
55
）５
１
４
８

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

〜
12
月
４
日
か
ら
10
日
は

「
第
66
回
人
権
週
間
」〜

　
12
月
10
日
の「
人
権
デ
ー
」ま
で

の
一
週
間
は
人
権
週
間
で
す
。
人

権
尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
の
た
め

啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
無
料
人
権
相
談
を
実
施
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

人
権
相
談
所
開
設
日
時
・
会
場

二
本
松
地
域

　
12
月
４
日（
木
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
二
本
松
福
祉
セ
ン
タ
ー

安
達
地
域

　
12
月
３
日（
水
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

　
安
達
公
民
館

岩
代
地
域
　
12
月
５
日（
金
）

　
午
前
10
時
〜
正
午

　
岩
代
支
所

東
和
地
域
　
12
月
４
日（
木
）

　
午
前
10
時
〜
正
午

　
東
和
支
所

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
市
民
生
活
係

　
☎（
55
）５
１
０
２

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

工
業
統
計
調
査

 

　「
工
業
統
計
調
査
」が
12
月
31
日

現
在
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
工
業
統
計
調
査
は
、
製
造
業
を

営
む
事
業
所
を
対
象
に
、
そ
の
活

動
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
調
査
で
す
。

　
調
査
を
お
願
い
す
る
製
造
事
業

所
に
は
、
12
月
上
旬
か
ら
、
統
計

調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、

調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

調
査
内
容
の
秘
密
の
厳
守

　
提
出
い
た
だ
く
調
査
票
に
つ
い

て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
、
調
査

内
容
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

　
☎（
55
）５
０
９
０

栄えある叙勲受章おめでとうございます

　
秋
の
叙
勲
お
よ
び
危
険

業
務
従
事
者
叙
勲
の
受
章

者
が
発
表
さ
れ
、
各
分
野

で
活
躍
・
貢
献
さ
れ
た

方
々
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

受
章
さ
れ
た
皆
さ
ま
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

瑞
宝
双
光
章

　
野の

地ち

　
稔み

の
るさ
ん（
82
）

元
福
島
公
共
職
業
安
定
所
長（
上
竹
）

瑞
宝
双
光
章

　
渡わ
た
な
べ邉

　
善ぜ
ん
い
ち一
さ
ん（
78
）

　
元
学
校
薬
剤
師（
百
目
木
）

瑞
宝
単
光
章

　
渡わ
た
な
べ邊

　
國く
に

男お

さ
ん（
69
）

　
元
安
達
地
方
広
域
行
政
組
合

消
防
司
令（
大
稲
場
）

瑞
宝
単
光
章

　
本ほ
ん
田だ

　
健け
ん
い
ち一
さ
ん（
66
）

　
元
岩
代
町
消
防
団
団
長（
小
浜
）

旭
日
単
光
章

　
三み

浦う
ら

　
惣そ
う
い
ち一
さ
ん（
81
）

元
岩
代
町
商
工
会
会
長（
西
新
殿
）
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70歳以上75歳未満の方

所得区分 外来
（個人単位）

外来+入院
（世帯単位）

一　般 12,000円 44,400円

現役並み
所得者　 44,400円

80,100円
※ 医療費が267,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算
※４回目以降は44,400円

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

70歳未満の方

所得区分 ３回目まで ４回目以降
（過去12カ月間で）

一　般
80,100円

※ 医療費が267,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

44,400円

上位所得者
150,000円

※ 医療費が500,000円を超えた場合
は、その超えた分の１％を加算

83,400円

住民税
非課税世帯 35,400円 24,600円

２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

　
平
成
27
年
２
月
１
日
現
在
で
、

「
２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
農
林
業
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
、
国
・
県
・
市
町

村
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
広
く

利
用
で
き
る
総
合
的
な
統
計
資
料

を
得
る
た
め
の
調
査
で
す
。

　
１
月
中
旬
か
ら
統
計
調
査
員
が
、

農
林
業
を
営
ん
で
い
る
皆
さ
ま
の

と
こ
ろ
へ
訪
問
し
、
調
査
票
に
農

林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
内
容
の
秘
密
の
厳
守

　
提
出
い
た
だ
く
調
査
票
に
つ
い

て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き
、
調
査

内
容
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

　
☎（
55
）５
０
９
０

給
与
所
得
者
の
個
人
市
県
民
税

は「
特
別
徴
収
」で
納
付
を

　
特
別
徴
収
と
は
、
会
社
等（
給

与
支
払
者
）が
市
か
ら
通
知
し
た

従
業
員（
給
与
所
得
者
）の
個
人
市

県
民
税
を
毎
月
の
給
与
等
か
ら
天

引
き
し
て
納
付
い
た
だ
く
方
法
で

す
。

従
業
員（
給
与
所
得
者
）の
方
の
メ

リ
ッ
ト

・
毎
月
の
給
与
等
か
ら
天
引
き
す

る
年
12
回
払
い
の
た
め
、
個
人

納
付（
普
通
徴
収
）の
年
４
回
払

い
に
比
べ
、
１
回
当
た
り
の
負

担
が
緩
和
さ
れ
ま
す
。

・
納
税
の
た
め
金
融
機
関
等
に
行

く
手
間
が
省
け
ま
す
。

・
個
人
市
県
民
税
の
納
め
忘
れ
が

な
く
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え

　
現
在
、
普
通
徴
収
の
方
で
、
特

別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
を
ご
希
望

の
方
は
、
会
社
等
が
特
別
徴
収
へ

の
切
り
替
え
の
手
続
き
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　
会
社
等
の
経
理
・
給
与
担
当
の

方
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〜
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
〜

　
給
与
所
得
者
の
個
人
市
県
民
税

は
、
地
方
税
法
お
よ
び
二
本
松
市

税
条
例
に
よ
り
原
則
と
し
て
給
与

等
か
ら
特
別
徴
収
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合

に
は
、
毎
年
１
月
末
日
ま
で
に
提

出
い
た
だ
い
て
い
る
給
与
支
払
報

告
書
に「
特
徴
」の
総
括
表
を
添
付

し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
徴
収
す
る
税
額
は
、
提
出
さ
れ

た
給
与
支
払
報
告
書
等
に
よ
り
市

が
計
算
し
、
５
月
中
旬
に
事
業
所

へ
通
知
し
ま
す
。

特
別
徴
収
義
務
者
の
一
斉
指
定

を
実
施
し
ま
す

　
平
成
28
年
度
よ
り
、
個
人
市
県

民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進
す
る
た

め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
対
象
と

な
る
事
業
主
の
皆
さ
ま
を「
特
別

徴
収
義
務
者
」と
し
て
一
斉
に
指

定
し
ま
す
。

　
こ
の
取
り
組
み
は
、
従
業
員
の

利
便
性
の
向
上
や
法
令
遵
守
の
た

め
、
県
内
全
市
町
村
で
実
施
さ
れ

ま
す
。
事
業
主
の
皆
さ
ま
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
税
務
課
市
民
税
係

　
☎（
55
）５
０
８
５

高
額
療
養
費
の
申
請

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
で
、
１
カ
月
に
支
払
っ
た

医
療
費
の
額
が
、一
定
の
金
額（
自

己
負
担
限
度
額
）を
超
え
た
場
合

に
、
そ
の
超
え
た
分
が
高
額
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
下
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
医
療
機
関
の
領
収
書
・
印
鑑

・
振
込
先
の
分
か
る
も
の

　
以
上
を
持
参
の
う
え
、
国
保
年

金
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

で
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を
申

告
さ
れ
る
方
は
、
高
額
療
養
費
の

申
請
を
先
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

・
食
費
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等
の
自

費
分
は
支
給
の
対
象
に
は
な
り

ま
せ
ん
。

・
70
歳
未
満
の
方
の
受
診
に
つ
い

て
は
、
一
医
療
機
関
に
つ
き
２

１
，０
０
０
円
以
上
の
自
己
負

担
を
し
た
場
合
の
み
合
算
で
き

ま
す
。

・
世
帯
に
未
申
告
者
が
い
る
と
申

請
受
付
時
に
限
度
額
の
判
定
が

で
き
な
い
た
め
、
上
位
所
得
者

と
同
じ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
国
保
年
金
課
国
保
年
金
係

　
☎（
55
）５
１
０
６

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課


